
 

上小建設労働組合規約 
 

 

 第１章 総   則 
 

第 １ 条 本組合は上小建設労働組合と称する。 

第 ２ 条 本組合は事務所を上田市国分７４１番地７に置く。 

第 ３ 条 この組合は建設産業に従事する者を以って組織する。 
 

 第２章 目的及び事業 
 

第 ４ 条 この組合は団結と民主的組織とによって団体交渉権を確立し、組合員の 

              労働条件の維持改善を図り、経済的地位の向上を期するを以って目的と 

する。 

第 ５ 条 この組合は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 

  １ 組合員の技術と教養の向上。 

  ２ 組合員とその家族の福利厚生の増進。 

  ３ 同じ目的を持つ他の団体との協力。 

  ４ その他目的実施に有効なる事項。 

 

 第３章 組合の権利義務 
 

第 ６ 条 何人もいかなる場合においても人種、宗教、性別、門地又は身分によっ 

       て組合員たる資格を奪われない。 

第 ７ 条 組合員はこの問題の総ての問題に参与し均等の取り扱いを受ける権利 

              がある。 

第 ８ 条 組合員は規定の組合費を納入し、組合規約並びに決議を尊重し厳守する 

       義務を有する。 

第 ９ 条 組合員で権利停止、解任、除名その他不利益な決定を受けた者は大会に 

              提訴することができる。 

第１０条 組合員はその職責を完遂しないで不等な要求をすることはできない。 

 

 第４章 会   議 
 

第１１条 この組合は次の会議をもつ。 

  １ 大   会 

  ２ 執行委員会 

第１２条 大会はこの組合の最高議決機関であって定時又は臨時に開く。 

第１３条  定期大会は毎年会計年度終了後２ヶ月以内に組合長が招集する。 

  臨時大会は執行委員会が必要と認めた時又は加盟組合員の２分の１以上   



 

  の要求があったときは、これを開かなければならない 

第１４条  大会は別表(１)の基準により選出された代議員及び役員で構成し、代議員の

過半数で成立する。 

第１５条 大会の議決は特別の規定ある場合を除き、代議員の過半数で行ない可否同数

の場合は議長の決するところによる。 

第１６条 大会の議長は役員より選出する。 

第１７条 執行委員会は大会につぐ議決機関であって、執行役員で構成され、過半数の出

席で成立し、原則として組合長が必要と認めたときは随時招集する事ができ

る。 

第１８条 前１条の議決は大会に準ずる支持を得なければならない。 

第１９条 つぎの事項を行なうには組合の定期大会で決定する。 

  １ 同盟罷業 

  ２ 規約の改訂 

  ３ この組合の解散 

 

 第５章 役   員 
 

第２０条 この組合に次の役員をおく。 

  １ 組 合 長  １名         ─┐ 

  ２ 副組合長  ２名          │執行役員 

  ３ 書 記 長  １名         ─┘ 

４  会計監査  ２名 

 

第２１条 役員は大会で代議員による直接無記名投票によって選出する。 

第２２条 組合長はこの組合を代表し業務を統括する。副組合長は予め定める順位に従

って組合長の事故あるとき代理する。 

第２３条 書記長は組合長を補佐し、この組合の事務局を統括する。  

  会計監査は、この組合の会計を監査する。 

第２４条 役員の任期は 1 年とし定期大会から翌年の定期大会までとする。但し再選は

妨げない。 

役員の欠員が出来たときは第２１条に基づいて選出し、任期は前任者の残任

期間とする。 

 

 第６章 加入及び脱退 
 

第２５条 この組合に加入するには申込書に保証金を添えて申し込み、脱退するものは

その理由を書類を以って組合長に提出するを要する。組合長は執行役員に計

って処理する。 

 

 

 



 

 第７章 会   計 
 

第２６条 この組合の会計年度は４月１日に始まり翌年の３月３１日に終わる。 

第２７条   この組合の経費は、組合費、事業収入等によってまかなう。 

第２８条 また、組合保証金は組合保証金規定による。 

組合費は大会で定めた額とする。但し、執行委員会で認めたときは臨時徴収す

ることができる。 

第２９条 納入済みの組合費その他の金品は理由を問わず返還しない。 

但し、組合保証金については組合保証金規定による。 

第３０条 この組合の財産管理は執行委員会の連帯責任とする。 

 

 第８章 統   則 
 

第３１条 この組合に違反したり、組合の名誉を存したり組合に損害をあたえたり、組

合費保険料滞納２ケ月した時は、執行委員会の決議によって左の処理をする。 

  １ 除   名 

  ２ 権利の停止 

  ３ 過怠金の徴収 

  ４ 損害保障 

第３２条 この組合の発展又は事業に功績のあったもの又は組合員の模範となる者には、

大会又は執行委員会の決議によって表彰することができる。 

 

第９章 顧問・相談役 
 

第３３条 この組合に顧問、相談役を置くことができる。 

１．相談役は２名とする。 

２．組合長が退任した時は相談役に就任する。 

３．顧問は、組合長が総会で推薦する。 

顧問に推薦する人を、執行役員と顧問・相談役で検討する。 

  ４．顧問・相談役は組合長の要請により、会議で意見を述べることがで    

    きる。 

  ５．顧問・相談役は組合長にはかり会計監査員と共に会計監査をするこ    

    とができる。 

 

附   則 
 

第３４条 この規約のほかに必要な規定は、執行委員会で決めることができる。 

 

この規約は採決の日、１９５３年６月１日より実施する。 

一部改訂、１９７９年４月１日より実施する。 

一部改訂、１９８９年  １月  ７日より実施する。 



 

一部改訂、１９９３年  １月  ７日より実施する。 

一部改訂、１９９５年  ４月  １日より実施する。 

一部改訂、１９９７年  ４月１９日より実施する。 

一部改訂、１９９８年  ４月  １日より実施する。 

一部改訂、１９９９年  ４月２１日より実施する。 

一部改訂、２０００年１０月１日より実施する。 

一部改訂、２００２年 ５月１２日より実施する。 

一部改訂、２００３年 ５月１１日より実施する。 

一部改訂、２００４年 ６月 １日より実施する。 

一部改訂、２００７年 ５月１２日より実施する。（執行委員定数改訂） 

一部改訂、２００８年 ５月１１日より実施する。（副組合長１名の減員） 

一部改訂、２００８年 ６月 １日より実施する。（加入金の廃止） 

一部改訂、２００９年 ５月１０日より実施する。（副組合長１名の減員） 

一部改訂、２０１０年 ５月１０日より実施する。（組合加入範囲） 

一部改訂、２０１３年 ５月１２日より実施する。 

（２１条青年部副部長の選出、３５条主婦の会を削除、青年部加入年齢を４５歳に） 

一部改訂、２０２２年５月１３日より実施する。 

（第１１条 常任役員会を支部長会議に、第１７条 執行委員会は執行役員で開催、第１８

条 常任委員会を支部長会に、２０条 定期大会の議決事項、第２１条 執行委員を支部長

に変更、常任役員を執行役員に、第２５条 執行委員を支部長に変更、第３７条を３６条に繰

り上げ 顧問・相談役を第１０章に、第３６条を３７条に繰り下げる、代議員選出基準の定数

を減らし簡略化する） 

一部改訂、２０２４年 ５月 ９日より実施する 

（第１８条支部長会議の招集、第３７条組合規定の変更機関、別表 1代議員定数の変更） 

一部改訂、２０２５年３月１日より実施する。 
（第１１条 支部長会議を廃止、第１３条 臨時大会は加盟組合員の２分の１以上の要求が

あったとき開催、１４条 代議員選出を支部から各ブロックからの選出に、１６条大会議長

は役員から選出、１８条を削除し１項ずつ繰り上げ、旧 19 条前１条の議決に変更、旧 21 条

役員から支 部 長を削除、旧第２５条を支部長の選出を削除、旧第２５条を削除して以下２

項ずつ繰り上げ、代議員選出基準を代議員は地区ブロックより２名とする ） 
一部改訂、２０２５年４月１日より実施する。 
（旧 21 条役員から青年部長・青年副部長を削除、、旧３５条青年部を廃止しする） 
 

 

 

 

【別表１】         

《代議員選出基準》       
第１条 代議員は、地区ブロックより２名とする 

 

 

 

 


